
「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催 

埼玉労働局労働基準部監督課 

令和５年 11 月６日（月）14 時から、さい

たま市大宮区のソニックシティ４階市民ホ

ールにおいて、「過労死等防止対策推進シン

ポジウム」を埼玉県・埼玉弁護士会後援の

もと、約 100 名の県民の皆様にご参加いた

だき開催しました。 

 

冒頭、主催者として久知良俊二埼玉労働

局長から「厚生労働省では過労死等を防止

するため、毎年 11 月を『過労死等防止啓発

月間』と定め、その月間における取組の一

環としてこのシンポジウムを開催しており、

過労死等を防止することの重要性を県内の

事業場・働く方をはじめとした県民の皆様

に広く周知を図ることを目的としています」

と開会挨拶を行い、続いて、久保佳代子埼

玉県産業労働部雇用労働局長から後援者挨

拶をいただきました。 

  

その後、埼玉労働局労働 

基準部の宮地延幸監督課長 

から「埼玉労働局からの現 

状報告」として、令和５年 

度版過労死等防止白書の内 

容（過労死等をめぐる調査・分析結果等）に

ついて報告がありました。 

「企業の取り組み事例発表」としては、

田部井建設株式会社代表取締役の田部井俊

一社長から「我が社における長時間労働削

減への取り組み」と題して、勤怠管理シス

テム・経費精算システムの導入や建設ＤＸ：

３Ｄレーザースキャナーによる３次元測量

による作業に必要な人員の作業日数の削減

や生産性向上のための取組として、社員研

修による人材育成や働きやすい職場環境の

整備等について、事例発表がありました。 

 
また、過労死を考える家族の会からの体

験談では、過労死に至る前の対処法につい

て話をしていただきました。 

  

基調講演では、静岡社会健康医学大学院

大学准教授の天笠 崇 医学博士から「過労

死・過労自殺予防のための法令順守のため

に～ポストハラスメント防止法の今：あら

ためて過労自殺予防対策を考える～」と題

して、過労死・過労自殺の歴史的な位置づ

け、法令整備の歴史的な振り返り、ハラス

メント防止法についての話があり、これか

らのハラスメント防止対策としては、法令

順守はもちろん、マクロでは「ビジネスと

人権」の視点、ミクロでは「参加型職場環境

改善」が今、求められている旨の講演をい

ただきました。 

最後に、埼玉弁護士会の渡邉健二弁護士

が閉会挨拶を行って、本シンポジウムのプ

ログラムが終了しました。
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